
琵琶湖における自然浄化機能の活用事例

１．ヨシ群落の保全

    滋賀県では、ヨシ原の有する魚類・鳥類の生息場所、湖岸の浸食防止、水質保全等多様な働

　きを見直し、保全することによって、美しい琵琶湖を次代に引き継いでいくため、平成4 年 

  3 月に「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」を公布し、同年7月から施行した。

  　条例では、ヨシ、マコモ、ウギヤガラ、ガマ等の抽水植物、これらとヤナギ類が一体となっ

　たものをヨシ群落と定義し、「ヨシを守る」「ヨシを育てる」「ヨシを活用する」を3 本の柱と

　して施策を進めている。

  （１） ヨシを守る

     　保全が必要な場所をヨシ群落保全区域に指定してヨシ群

　　落を守る。

  （２） ヨシを育てる

　 　 　ヨシ群落保全基本計画に基づき、ヨシ群落の植栽や刈り

　 　取り・清掃を実施。

ヨシの植栽

  （３） ヨシを活用する

　　 　生活の中でヨシを活用できるよう調査・研究を行うとともに、環境学習や自然観察の場と

　　しての利用を啓発。　

資料：滋賀県環境白書（H15版）、滋賀の環境2004
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２．琵琶湖水質保全対策行動計画における取組事例

        本計画では、南湖東部水域の富栄養化の著しい

　 　①赤野井湾地域、②浮舟地域、③中間水路地域の

　 　３地域において、平成９年度より１０年間、農林

 　　水産省・国土交通省が所管する各種対策を連携し

　 　て集中的に実施することとしている。

　　  　このうち、自然浄化機能を活用した取組は以下

 　　のとおりである。

 （１）市街地排水浄化事業

　　 　事業内容は、既設雨水管渠の下流部において初

　　期雨水をためる貯留槽さらに沈殿槽、植生浄化施

　　設等を設け処理するもの。

　　 　平成9年度より実施設計に向けて守山第1号都

　　市下水路を使用して現地調査、実験などを行って

　　おり、本行動計画では、赤野井湾地域約２２０ｈａ、中間水路地域約１１０ｈａの市街地排

　　水対策を実施する予定。 
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 （２）水質保全対策事業

　　 　赤野井湾地域（対策面積７０２ｈａ）および浮舟地域（対策面積１４４ｈａ）において、

　　地域の実情に合わせて、自動給水栓等による排水量の削減（発生源対策）・循環かんがいに

　　よる琵琶湖への汚濁負荷の流出防止（水の再利用対策）・浄化池や内湖・浄化型水路・水生

　　植物帯等を活用した負荷削減（浄化対策）を行うための水質浄化施設や維持管理施設の整備

　　などを実施し、農業排水の汚濁負荷の削減を図る。

      「浮舟地区」水質保全対策事業完成イメージ図
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 （３）河川浄化事業

　     琵琶湖の中でも閉鎖性が強く流入河川からの負荷が集まりやすい赤野井湾および中間水路

　  地域の浄化を目的として流入する一級河川およびその支流で河川負荷削減対策を実施するも

　　の。

　　　流入河川の負荷削減にあたっては、平水時（雨が降っていない時）には、湖岸沿いの生態

　　系や景観に配慮して、内湖周辺でヨシ等の水生植物による浄化（植生浄化）を行う。 

　　　出水初期（雨が降って川の水が増えている時）には、河川水を一時的に貯留して汚濁物を

　　沈殿させた後、上水を放流するための一時貯留池を設置し、出水中期以降は内湖を利用して

　　汚濁物を自然沈降させる流下沈殿池により、流入負荷を削減する。 

※「２．琵琶湖水質保全対策行動計画における取組事例」については、琵琶湖水質保全対策行動計画
　　の概要「琵琶湖とひととの夢考動」パンフレットより引用
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